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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【公表番号】特表2008-510353(P2008-510353A)
【公表日】平成20年4月3日(2008.4.3)
【年通号数】公開・登録公報2008-013
【出願番号】特願2007-525541(P2007-525541)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０４Ｗ  28/00     (2009.01)
   Ｈ０４Ｌ  29/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ   1/16    　　　　
   Ｈ０４Ｂ   7/26    １０９Ｍ
   Ｈ０４Ｌ  13/00    ３０７Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年1月21日(2013.1.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンクで伝送されたパケットに応答して、ｎｏｄｅ－ＢにおいてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）信号を伝送する方法であって、
　前記方法は、
　ユーザ装置から伝送されたパケットを受信することと、
　前記パケットを復号化し、前記復号化の結果に基づいて、前記パケットの受信に成功し
たか否かを決定することと、
　前記決定の結果に基づいて、前記パケットの受信に成功したときには、ＡＣＫ信号を伝
送し、前記パケットの受信に失敗したときには、ＮＡＣＫ信号を伝送することと、
　無線ネットワーク制御器（ＲＮＣ）から前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対す
る伝送電力レベルに関する情報を受信することであって、前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡ
ＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報は、前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力が
０のレベルを有していなければならないか否かに関する情報を含み、前記ＮＡＣＫ信号に
対する伝送電力が０のレベルを有していなければならないか否かは、前記ユーザ装置がソ
フトハンドオーバー状態にあるか否かを考慮して決定される、ことと、
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報を前記ユ
ーザ装置に伝送することと、
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報に基づい
て、前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルを決定することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記ユーザ装置がハンドオーバーの間には、前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力が０の
レベルを有していなければならない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報は、専用
物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）に対する電力オフセット値により決定される前記ＡＣ
Ｋ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力は、同一のレベルを有する、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力は、独立して決定される、請
求項３に記載の方法。
【請求項６】
　アップリンクで伝送されたパケットに応答して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅ
ｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を伝送する
ｎｏｄｅ－Ｂであって、
　前記ｎｏｄｅ－Ｂは、
　ユーザ装置から伝送されたパケットを受信することと、
　前記パケットを復号化し、前記復号化の結果に基づいて、前記パケットの受信に成功し
たか否かを決定することと、
　前記決定の結果に基づいて、前記パケットの受信に成功したときには、ＡＣＫ信号を伝
送し、前記パケットの受信に失敗したときには、ＮＡＣＫ信号を伝送することと、
　無線ネットワーク制御器（ＲＮＣ）から前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対す
る伝送電力レベルに関する情報を受信することであって、前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡ
ＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報は、前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力が
０のレベルを有していなければならないか否かに関する情報を含み、前記ＮＡＣＫ信号に
対する伝送電力が０のレベルを有していなければならないか否かは、前記ユーザ装置がソ
フトハンドオーバー状態にあるか否かを考慮して決定される、ことと、
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報を前記ユ
ーザ装置に伝送することと、
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報に基づい
て、前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルを決定することと
　を実行するように構成されている、ｎｏｄｅ－Ｂ。
【請求項７】
　前記ユーザ装置がハンドオーバーの間には、前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力が０の
レベルを有していなければならない、請求項６に記載のｎｏｄｅ－Ｂ。
【請求項８】
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力レベルに関する情報は、専用
物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）に対する電力オフセット値により決定される前記ＡＣ
Ｋ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力を含む、請求項６に記載のｎｏｄｅ－Ｂ
。
【請求項９】
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力は、同一のレベルを有する、
請求項８に記載のｎｏｄｅ－Ｂ。
【請求項１０】
　前記ＡＣＫ信号および前記ＮＡＣＫ信号に対する伝送電力は、独立して決定される、請
求項８に記載のｎｏｄｅ－Ｂ。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００３９】
　前記第２実施例において、前記ＲＮＣは、前記関連したＵＥがソフトハンドオーバー状
態にあるかどうかに関する情報、及び前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の伝送と関連した他の状
態に関する情報を考慮した、前記ＮＡＣＫ信号のための伝送電力がオフ（ＤＴＸ）レベル
を有していなければならないか否かに関する情報を前記ｎｏｄｅ－Ｂに提供する。例えば
、前記ｎｏｄｅ－Ｂの物理階層は、上位階層から受信されたパラメーター値が１である場
合、ＮＡＣＫ信号を用いて送信電力を”０”に設定し（例えば、”ＮＡＣＫ＿ＰＷ＿ＯＦ
Ｆ”と呼ばれる信号を用いる）、前記受信されたパラメーター値が０である場合、前記Ｒ
ＮＣによって判断されたＮＡＣＫ信号送信電力を用いてＮＡＣＫ信号を伝送する。前記Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号に対する前記送信電力レベルに関する情報は、前記ＲＮＣから前記ｎ
ｏｄｅ－Ｂに伝送されることが好ましい。
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